
子育て支援に関する行政評価・監視－保育施設等の安全対策を中心として－ 

の結果に基づく勧告に対する改善措置状況（1回目のフォローアップ） 

（令和元年 11月 14日公表）の概要正誤表 

 

（訂正日：令和 7年 4月 15日） 

箇所 正 誤 
１ページ 
（＜制度の概要等＞の 1行

目から 2行目＞） 
 

教育・保育施設等における

事故防止等及び事故発生時

の対応のためのガイドライ

ン 

教育・保育施設等における

事故防止等ガイドライン 

10 ページ 
（＜主な調査結果＞の 10

行目から 15行目）) 

 

このように重大事故とみら

れる未報告の事案があった

保育施設に対し、地方公共

団体が必ずしも十分な指摘

を行っていない原因として

は、国が地方公共団体に対

して示した、監査時の最低

限の確認事項となる各種通

知の中に、保育施設等にお

ける重大事故の報告の範囲

の認識状況や未報告事案の

有無について、必ずしも明

確に位置付けていないこと

が一因として考えられる。 

このように重大事故とみら

れる未報告の事案があった

保育施設に 対し、地方公共

団体が必ずしも十分な指摘

を行っていない原因とし 

ては、国が地方公共団体に

対して示した、監査時の最

低限の確認事項となる各種

通知の中に、保育施設等に

おける保育従事者等の救急 

救命講習の参加状況につい

て、必ずしも明確に位置付

けていないことが一因とし

て考えられる。 
 


